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鴻費者契́約法41条 I項に基づく請求馨

第 1、 はじめ:に

当法人は、消費者の権利擁護を目的として、消費者、消費者団体、消費▼生活オ・園

談員、学者、弁護と、行政審士らで構成し、2008年 1月 29爵 に消費者契絶

法と3条の内閥総理大臣の認定を受けた適格消費者圏体ですり

後記事情から、当―法人は、本講求善において、費学関に対し、消費者契約族4

1条 1項に基づき後記「講求の趣旨」記載の行為を求めます。

なお本書面が鋼達したときから1週間を経過した後には、費学園に対し、消費

者契約漆断定の差止請求訴訟を提趣することが可能となりますのでご留意下さい。

また贄学園からの回答の有無及び内容とま、公表する場合があることを準し添えま

り
｀
。

第 2、 講求の趣旨

1 贄学翻が洋費者とのF舞

伊
lで、「23才までll長定コース」及ぴ「讐約雲―ス」

の自動車教習契約を締結するにあたり、「基本毅習時限数カーヽら技能教習時限



を引いた残回数の限定コース料金あるいは特約コース料の半分を返金する」

旨の条項を含む契約を締結 しないこと。

2 上記第 2-1記載の条項が記載された契約書等取引書類を廃棄すること。

3 上記第 2-1記載の内容につき、従業員 らに周知させ、第 2-1記 載の 内

容の意思表示を行わないように1指示すること。

第 3、 紛争の要点

1、 中途解約の連約金条項が消費者契約法 9条 1号に違反すること

黄学園の「23才までの限定コース」及び「特約コース」に関する規定や取

引書類では、基本教習時限数以下の解約では基本教習時限数から技能教習時限

を引いた残回数の限定コース料あるいは特約コース料の半分を返金するとされ

ています。

消費者契約法 9条 1号は、契約解除の事由、時期等の区分に応 じて同種の消

費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的損害の額を超える違約金の

冠
~め

を無効としています。

ところが貴学園は、契約角写除の事由、時期にかかわりなく、一定額の連約金

条項を定めており、これは契約解除の事由、時期によつては消費者契約法 9条

1号に違反 して平均的損害額を超える違約金を定めることとなり、その定めは

無効となります。

2、 これまでの経緯

当法人は、貴学園に対し、2012年 (平成 24年)1月 24目 付申入書に

より教習料の仏戻しの扱いに関し消費者契約法 9条 1項に反するため見直しや

改善を行うことを申し入れました。これに対して黄学園は同年 2月 29日 付回

答書において是正措置を講ずる旨回答されました。

しかし、上記是正内容は、次のとおり、解約時の精算方法が一義的に明確で

はなく、かつ違約金の根拠についても疑間が残る不十分なものでした。

まず、貴学園は「23才までの限定コース」及び「特約コース」に関する規

定や取引書類において、基本教習時限教以下の解約では基本教習時限数から技

能教習時限を引いた残回数の限定コース料あるいは特約コース料の半分を返金

するとされています。 しかし、平均的損害はすでに予約 している乗車による教

習分のキャンセルについてしか観念できないはずであり、かつ予約している教

習分についても予約 日時とキャンセル時の時間的間隔を度外視して平均的損害

は観どできません。また、解約する段階に応じて平均的損害は異なるはずであ

り、例えば 1回 目の角写約と20回目の解約で同じ未消化部分の半額の損害が生

じるとすることは合理性がありません。学科等乗車以クトの教智の取扱いも考慮

されていないことも問匙買です。さらに、貴学園の 「23才まで限定コースのご



案内」においてはそもそも基本教習時限数に満たない段階での角早約の際の返金

について明示されておらず、 「特約コースのご案内」においてはその旨の明示

はされているものの残回数に応じた返金額 (あ るいは消費者が返金額を容易に

計算できる説明)が明記されず、かつ学科等の扱いが明記されていない等の問

題点も存在します。

贄学園からの回答には上記のような問題があつたため、同年 5月 14日 付要

請善でこの点につき説明いただくとともに当法人の是正申入れの趣旨をご理解

いただくことを目的として、黄学園と当法人担当者との面談を要請しました。

その後も、費学園からの問題点を具体的に明らかにするよう求める同月 28日

付回答に応えて、 7月 20日 付申入書において具体的な問題点につきご指摘し

た上、再度面談を要請しております。

しかし、当法人の再度の面談要請に対し、未だ貴学園から何らの回答もなさ

れていません。貴学園の角早約時の取扱いには上記のような問題点が存在する以

上、それらの点が是正されない限りは、今後も貴学園と消費者との間で消費者

契約法 9条 1号所定の平均的損害を超える違約金条項を含む契約が締結される

おそれが認められます。

そのため、当法人は、黄学園に対し、消費者契約法 12条 3項に基づき、請

求の趣旨記載の差止請求をする必要があると判断しました。

第 4、 結論及び訴えを提起する予定の裁判所

以上の理由から、当法人は、本書面において、前記請求の趣旨記載の差止を

求めるとともに、消究者契約法41条 1項に基づき,本書面到達後 1週間経過

した後に広島地方裁判所に対し貴学園を被告として契約条項の差上を求める訴

訟を提起することを併せて通知します。

以 上


